
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

建築物の床面積 主要な整備項目の遵守状況 

2,000 ㎡以上 約 10 割 ←バリアフリー法の強制力あり 

2,000 ㎡未満〜500㎡以上 約６割   

500 ㎡未満 約３割  ←廊下幅、傾斜路、トイレなどスペースを要する 

整備項目に関する適合割合が低い。 令和３年度 
第１回部会 

Ｒ４.３.18 

○ 部会長、副部会長の選出 

○ 部会の名称について 

○ 施設整備マニュアル改訂について 

令和４年度 

第２回部会 

Ｒ４.９.26 

〇 整備基準見直し方針の検討について 

○ 施設整備マニュアル全体構成について 

○ 施設整備マニュアルへ反映させる内容について 

○ 設計者からの意見聴取について 

第３回部会 

Ｒ４.12.23 

〇 整備基準見直し案について 

○ 施設整備マニュアル改訂案について 

第４回部会 

Ｒ５.５.16 

〇 整備基準見直し案について 

○ 施設整備マニュアル改訂案について 

令和５年度 

第５回部会 

Ｒ５.７.18 
〇 施設整備マニュアルの改訂案について 

推進会議 

Ｒ５.８.18 

〇 整備基準見直し案及びマニュアル改訂案の報告・承認 

→承認後、規則改正に係るパブリックコメントを実施 

パブリックコメント 

Ｒ５.９頃 
〇 パブリックコメントの実施 

規則公布 

Ｒ５.12 
〇 改正規則公布（周知期間経過後、R６.７施行） 

令和６年度 

Ｒ６.４頃 

○ 規則改正に関する周知啓発 

○ ＨＰ上でマニュアルデータ公開・冊子版の頒布開始 

〇 マニュアル改訂に関する周知啓発 

規則施行 

Ｒ６.７ 
〇 改正規則施行 

 

民間公共的施設 
バリアフリー 
補助事業 

福祉のまちづくり
条例施設整備 

マニュアル改訂 

 

○ 整備基準の解説 

〇 更に望ましい整備内容 

 

○ 対象とする公共的施設 

○ 整備項目（廊下、トイレ等） 

○ それぞれの整備基準 

○ 施設整備の際の手続き 

○ 総則（目的等） 

○ 基本的施策 

○ 公共的施設等の整備 

○ 福祉のまちづくり 

推進会議 

福祉のまちづくり条例 

札幌市福祉のまちづくり条例の整備基準の見直しについて 

具
体
的
な
基
準
等  

 

〃 施行規則 〃 施設整備マニュアル 解
説
・
図
解
等  

 

整備基準については施設整備マニュアルと密接な関係があることから、新たな部会は設置せず、「施設整

備マニュアル改訂に係る検討部会」において、併せて議論する。 

１ 条例・施行規則・施設整備マニュアルの関係性 
 

※ 福祉のまちづくり条例上の『公共的施設』 

  学校、病院、劇場、百貨店、ホテル、事務所、共同住宅、老人ホームなど多数の者の利用する施設 

２ 整備基準見直しについて 
 

４ 検討体制 

自治体が条例で適合義務の対象を 500 ㎡未満に定めた場合に、その規模に見合った 
基準となるよう見直し（緩和） 

例 通路の幅員の基準：120 ㎝→90cm 

３ 小規模建築物の基準に係る国の動向（令和２年バリアフリー法政令改正） 

５ 検討スケジュール 

設計者から意見聴取 

○ 民間公共的施設のバリアフリー化は福祉のまちづくり条例（以下、福まち条例）で推進（遵守義務で強制力なし） 

○ 福まち条例の遵守基準は、バリアフリー法（2,000 ㎡以上の大規模建築物が対象で適合義務有）と同等以上 

○ 福まち条例の主要な整備項目（廊下、トイレなど）の新築・増改築（Ｈ30～Ｒ２）の遵守状況は以下のとおり 

特に 500 ㎡未満の小規模民間公共的施設におけるバリアフリー化を促進していく必要がある。 

500㎡未満の小規模建築物における整備基準の見直し 

→より建築主等が対応しやすい基準を検討 

施設内の通路・廊下等の幅、傾斜路の幅、 

トイレの広さなど 

公共的施設の 

バリアフリー部会 

施設整備マニュアル
改訂に係る検討部会 

整備基準に係る検討議題を追加 

福祉のまちづくり
条例施行規則改正 

基準の解説の充実、望ましい整備のアップデートなど 

→より分かりやすい、より高い誘導基準を設定  

バリアフリー改修費用の一部を補助 

→費用面でのインセンティブを継続 

福祉のまちづくり推進会議 

資料３－１ 

自治体は、バリアフリー法による適合義務の対象となる建築物の規模を、条例によって
2,000 ㎡未満についても定めることができるが、従来のバリアフリー法の基準は 2,000 ㎡以上
の建築物を想定して定めているため、小規模の建築物にそのまま適用した場合に建築主等に
とって過度な負担となる場合がある。 

令和２年 
バリアフリー法 
政令改正の内容 

改正の
背景 


